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　当会は、人権賞選考委員会の答申に基づき2025年度の

人権賞受賞者を決定し、昨年11月26日に司法記者クラブ

で発表した。受賞式は、本年度の新年式が中止となり、

2026年1月9日開催の常議員会で行うこととされた。受賞

者の紹介は次のとおりである（敬称略）。

◎優生保護法被害全国弁護団
　優生保護法被害全国弁護団は、2018年に全国各地の

弁護士が結集して結成された団体である。旧優生保護法

（1948年制定、1996年母体保護法に改正）に基づく強制

不妊手術等の被害回復を目的とし、国家賠償請求訴訟の

提起、被害者支援、社会的啓発活動等を一貫して行って

きた。

　旧優生保護法に基づく国の重大な人権侵害に対し、被

害者の発掘・法的支援、国家賠償請求訴訟の提起・遂行、

裁判所に対する障害のある人への合理的配慮・情報保障

の要求、早期解決に向けた国会議員との連携、国への働き

かけ、障害者差別の構造的背景に対する社会的啓発活動な

ど、その活動は多岐に及び、2024年7月3日には最高裁

大法廷において、旧優生保護法の違憲性と国側の賠償責任

を認めさせる歴史的判決を勝ち取った。

　また、上記の最高裁判決以降も、補償立法の実効性確

保や被害者団体との協働を通じて、被害者の尊厳回復と

障害者差別の是正を目指し、現在も活動を継続している。

　以上の諸活動は、東京弁護士会人権賞の受賞に相応

しい。
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東弁公式キャラクター「べんとらー」のLINEスタンプができました！
バラエティ豊かな全３２種類です。
是非ご活用下さい。




